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指定申請・指定更新申請の手引き 

◆（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

 

 

「（介護予防）認知症対応型共同生活介護」の指定を受けようとする場合又は指定日（前回の指定更

新 日）から６年ごとの指 定 更新 を受けようとする場 合は、下 記の「６提出 書 類」に記載する申 請 書 等を岡

山市事業者指導課へ提出する必要があります。 

現在、岡山市では、公募制をとっているため、認知症対応型共同生活介護事業所の新規申請につい

ては、選定を受けた事業者に限り行うことができます。 

 

１ 指定（又は指定更新）の事務の流れ  

※事 前 相 談 、現 地 確 認 、運 営 委 員 会は、新 規 申 請 時のみとなります 

 

事業者指定は、年４回行う予定です。 

申請書提出・受付 
地域密着型サービス 

運営委員会 
指定予定日 

２月 ３月 ４月１日 

５月 ６月 ７月１日 

８月 ９月 １０月１日 

１１月 １２月 １月１日 

 

２ 事前相談等について（新規申請の場合のみ） 

・事前相談、新規申請の受付は、事前予約が必要です。担当者が不在であったり、別の相談を受けてい

る場 合もありますので、必ず電 話で予 約をしていただいた上 で、申 請 窓 口 へお越 しください。その際は、

新規事業所の管理者に就任予定の方又は法人代表の方が出席（同席）してください。 

・予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って相談・申請されるようお願いします。 

・指 定申 請 を行 う予 定の事業 者は、申請 書 提 出 日の３か月 前から遅 くとも２か月 前までに必ず当 課と事

前相談を行ってください。 

【持参資料】事業所の建物の計画平面図 

 

【 問い合わせ先 】 

〒７００－０９１３ 

 岡山市北区大供３－１－１８ KSB 会館４階 

 岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課 施設係  

 TEL：０８６－２１２－１０１４ FAX：０８６－２２１－３０１０ 

 メールアドレス：ｊｉ－ｓｈｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｏｋａｙａｍａ.lg.ｊｐ 

 

【 開庁時間 】 

 月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで 

※祝日・休日・１２月２９日から１月３日を除く 

事前相談 →申請書等受付 →  審査 → 現地確認 →運営委員会開催 → 指定（更新）通知  

（新 規 のみ）  （指 定 （更 新 ）予 定 日   （約 １か月 ）                      （1 日 付 指 定 ） 

         の前 々月 末 日 まで）  
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【指定申請書提出までの留意事項】 

建築物関連法令等協議   

指 定 を受 けようとする事 業 所 の場 所や建 物 について，都 市 計 画 法 （開 発 許 可 ）及び建 築 基 準 法 並び

に消防法における関係部署と協議し、必要な手続等がある場合は、その手続が完了していることが必要

です。完 了 していない場 合 には、原 則 受 付 できません。必 要 な手 続 には時 間 がかかる場 合 もあるため、

早めにそれぞれの担当課にご相談ください。 

担当 課（開 発指 導 課及 び建築 指導 課）との協 議結 果については、建 築物 関 連法 令 協 議記 録 報告 書

に所定の事項を記載のうえ、ご提出いただくこととなります。 

 〔担当課協議時に持参するもの（参考）〕 

  ・付近の見取図（地図）等の位置図 ，加えて土地の地番が記載された公図等 

  ・建物の平面図 

  ・建物の登記簿謄本，建築確認済証の写し等 
 

 

 

３ 提出期限・提出方法について 

   【提出期限】指定予定日（指定更新予定日）の前々月の末日 

    （例）４月１日から指定（指定更新）を受ける場合は、２月末日が提出期限。 

          ※ただし、末日が閉庁日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。 

         

   【提出方法】 

令 和 ６年 １２月 以 降 の提 出 は、原 則 として「電 子 申 請 届 出 システム」の利 用 をお願 いします。「電 子 申

請届出システム」での提出が困難な場合はご相談ください。 

 

申 請 書 類 等 に不 備 等 があった場 合 、申 請 の際 「電 子 申 請 ・届 出 システム」に登 録 したメールアドレス

宛にお知らせが届くので、申 請 （届 出）情 報 が「受 付 済 」になるまでは定 期 的にメールのチェックをお願 い

します。 

 

・電子申請届出システム（厚生労働省）へログイン（外部サイト） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 

 

・電子申請・届出システムを利用するには、Ｇビズ ID が必要です。ID を持っていない法人は、アカウント

の申請手続きをお願いします。 

Ｇビズ ID を作成する（デジタル庁）へログイン（外部サイト） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true 

 

・法 人 情 報 に変 更 があった場 合 の変 更 届 には申 請 者 の登 記 事 項 証 明 書 （原 本 ）の提 出 が必 要 です。

「電 子 申 請 届 出 システム」では登 記 事 項 証 明 書 （原 本 ）の提 出 ができないため、登 記 事 項 証 明 書 （原

本）のみ郵送で提出するか、登記情報提供サービス（法務省）を利用してください。 

※登 記 情報 提 供サービスとは、登 記 所が保有する登 記 情報 を、インターネットを使 用 してオンラインで確

認できる有料サービスです。 

登記情報提供サービス（法務省）（外部サイト） 

https://www1.touki.or. jp/gateway.html 

 

・電子 申請・届出システムの操作方 法につきましては、下 記のリンクから操作マニュアルを参 照してくださ

い。 

電子申請・届出システム（ヘルプ）（外部サイト） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true
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・岡山市「電子申請届出システム」の運用開始のお知らせページ 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000066577.html 
 

 

４ 留意事項  

  指定申請書類の提出後、人員が確保できないことが明らかになった場合や、人員に変更が 

 生じた場合などは、ただちに当課に連絡してください。 

  連絡なく指定を受けることは、虚偽の申請に該当し、場合によっては指定取消になることがありますの

でご留意ください。 

 

 

５ その他の主な手続き 

①業務管理体制に関する届出 

   事 業 者 として初 めて介 護 サービス事 業 所 等 の指 定 を受 けた場 合 は、「業 務 管 理 体 制 に関 する届

出」が必要です。下記へお問い合わせください。 

   ◇岡山市保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課 施設係 

電話：（０８６）２１２－１０１４ 

    https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007589.html 

  

②老人福祉法上の届出 

指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う場合は、事業開始前に老人福祉法上の 「老人居

宅生活支 援事業開 始届 」の届け出が必要です。下記の担当課へお問い合わせの上、ご提出ください。 

◇岡山市保健福祉局 高齢福祉部 高齢者福祉課 在宅支援係 

電話：（０８６）８０３－１２３０ 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016603.html 

  

③生活保護法上の指定 

平 成 ２６年 ７月 １日 以 降 は、生 活 保 護 法 第 ５４条 の２第 ２項 の規 定 により、介 護 保 険 法 の規 定 によ

る指定がなされた場 合には、生 活 保護 法の指 定 介護 機 関として指定 を受けたものとみなされます。生

活 保 護法 の指 定 介 護 機 関 としての指 定が不 要な場 合には、別途 、申 出 書を下 記の担 当 課へご提 出

ください。 

◇岡山市保健福祉局 障害・生活福祉部 生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係 

電話：（０８６）８０３－１２４４ 

    https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000032685.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000066577.html
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007589.html
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016603.html
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000032685.html
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６ 提出書類  

 

（１）指定（更新）申請に必要な書類 

「（介 護予 防 ）認 知症 対 応 型 共同 生 活 介 護」の指 定 申請 又 は指 定 更 新 申 請を行 うためには、下 記

の書類が必要となります。 

※申 請 にあたっては、必 要 書 類 を下 記 「指 定 （更 新 ）申 請 書 類 一 覧 」の番 号 順 に揃 え、「指 定 （更 新 ）

申請に係る提出書類チェックシート」と併せて提出してください。 

なお、下記書類のほかに、必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

※申請者の控えとして、申請書類一式の写しを必ず保管してください。 

 

【指定（更新）申請書類一覧】 

（◎必須、×不要） 

 
提出書類 

新 規

指定 

更 新

申請 
様式番号 

１   指定申請書（別紙様式第二号(一)） 
入力 

◎ 
× ０２１ 

２   指定更新申請書（別紙様式第二号(ニ）） × 
入力 

◎ 
０２３ 

３   認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の指 定 に係 る記 載 事 項 （付 表

第二号（七）） 

入力 

◎ 

入力 

◎ 
０６６ 

４   法人登記事項証明書 ◎ ×  

５   従 業 者 の勤 務 の体 制 及 び勤 務 形 態 一 覧 表 （岡 山 市 様 式 又

は国標準様式１） 
◎ ◎ 

０７３ 

０８３ 

６   資格証等の写し（研修修了証の写し等を含む） ◎ ◎  

７   雇用契約書等の写し ◎ ◎  

８   管理者の経歴書（国標準様式２） ◎ ◎ １３４ 

９   計画作成担当者の経歴書 ◎ ◎ 
１３３ 

共通 

10   事業者の代表者の経歴書 ◎ ◎ 
１３３ 

共通 

11   運営規程 ◎ ×  

12    事業所の位置図 ◎ ×  

13    事業所の平面図 ◎ ×  

14    施設・設備等の写真 ◎ ×  

15    利 用 者 からの苦 情 を処 理 するために講 ずる措 置 の概 要 （国

標準様式５） 

◎ × 
１６１ 
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16   建物登記事項証明書・賃貸借契約書の写し ◎ ×  

17    損害賠償への対応が可能であることがわかる書類 ◎ ×  

18    協 力 医 療 機 関 の名 称 及 び診 療 科 名 並 びに当 該 協 力 医 療 機

関との契約の内容 

◎ ×  

19    介 護 老 人 福 祉 施 設 、介 護 老 人 保 健 施 設 、病 院 等 との連 携

体制及び支援の体制の概要 

◎ ×  

20    誓約書（国標準様式６） ◎ ◎ ０９１ 

21    介護支援専門員一覧表（国標準様式７） ◎ ◎ １００ 

22    運営推進会議の構成員 ◎ × 
１８０ 

共通 

23   建築物関連法令協議記録報告書 ◎ × １１０ 

24    地域密着型サービス費の請求に関する事項 ◎ ×  

25    指定（更新）申請に係る提出書類チェックシート ◎ ◎ ０１３ 

 

 

 

（２）申請書類の記入上の留意事項 

   以下の事項にご留意の上、各様式等に必要事項を記載してください。 

 

１ 【入力】指定申請書（別紙様式第二号(一））  ※新規申請時のみ 

※電 子 申 請 システムを利 用 する場 合 、申 請 書 の内 容 については、システム上 直 接 入 力 するので、様 式

（電子ファイル）の作成・添付は不要です。 

 

記載項目 記載上の留意事項 

申
請
書
欄
外
（
上
部
） 

年月日 ・指定申請書の提出年月日を記入してください。 

 

申請者・印 ・法人の住所、名称、代表者の職名、氏名を記載してください。 

 

※法人登記上、記載されている住所を、丁目・番地、ビル名等を省略せず

に記載してください。 

 法人の名称についても、省略せず、登記上の正 式な法人名を記載 してく

ださい。（例：「株式会社」を「（株）」等のように省略しないこと） 

※名称中の空白に注意してください。別の内容として扱われます。 

例：「株式会社▲▲▲▲▲」（空白なし）、 

「株式会社 ▲▲▲▲▲」（空白あり） 
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申
請
者 

法人等の種類 ・「営利 法 人（株 式 会社 等）、社会 福 祉 法 人、医 療 法人 、一 般財 団 法 人 、

一 般 社 団 法 人 、特 定 非 営 利 活 動 法 人 、農 業 協 同 組 合 」等の区 別を記 載

してください。 

 

代 表 者 の職 名 ・

氏名・生年月日 

・法 人の代 表 者 としての職 名 （代 表取 締 役 、理 事 長 、代 表 社 員 等）、及 び

氏名並びに生年月日を記載してください。 

 

代表者の住所 ・法人の代表者の個人の住所（自宅の住所）を記載してください。 

 

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種

類 指 定 申 請 対 象

事業 

・今回指定申請する事業に該当する欄に「〇」を記入してください。 

 

既 に指 定 を受 け

ている事業 

・同 一 敷 地 内 において、既 に指 定 を受 けている事 業 等 の欄 に「〇」を記 入

してください。 

 

指 定 申 請 をする

事 業 の 開 始 予

定年月日 

同 一敷 地 内において、既に指定 を受けている事 業等 の欄に「〇」を記 入 し

てください。 

・申請書類を提出する日の属する月の翌々月の１日（指定予定年月日）と

して記入してください。 

※同 一 敷 地 内 において、他 のサービスの事 業 も同 時 に指 定 申 請 している

場合も、それぞれに指定予定年月日を記入してください。 

 

医療機関コード等 ・現に医療機関コードが付番されている場合に記載してください。 

 

その他 ・電話番号 、ＦＡＸ番号、郵便番号 、フリガナ等の誤りや記入漏れがないか

よく確認してください。 

 

２ 【入力】指定更新申請書（別紙様式第二号(二））  ※更新申請時のみ 

※電 子 申 請 システムを利 用 する場 合 、申 請 書 の内 容 については、システム上 直 接 入 力 するので、様 式

（電子ファイル）の作成・添付は不要です。 

 

記載項目 記載上の留意事項 

申
請
書
欄
外
（
上
部
） 

年月日 ・指定申請書の提出年月日を記入してください。 

 

申請者・印 ・法人の住所、名称、代表者の職名、氏名を記載してください。 

 

※法人登記上、記載されている住所を、丁目・番地、ビル名等を省略せず

に記載してください。 

 法人の名称についても、省略せず、登記上の正 式な法人名を記載 してく

ださい。（例：「株式会社」を「（株）」等のように省略しないこと） 

 

申
請
者 

代 表 者 の職 名 ・

氏名・生年月日 

・法 人の代 表 者 としての職 名 （代 表取 締 役 、理 事 長 、代 表 社 員 等）、及 び

氏名並びに生年月日を記載してください。 

 

代表者の住所 ・法人の代表者の個人の住所（自宅の住所）を記載してください。 

 

事
業
所 

事業等の種類 ・「（介護予防）認知症対応型共同生活介護」と記入してください。 

 

指 定 有 効 期 間 ・今回更新申 請する事業所の、現に指定を受 けている有効期 間満了 日を
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満了日 

 

記入してください。 

名称 ・今回更新申請する事業所名を記載してください。 

 

その他 ・電話番号 、ＦＡＸ番号、郵便番号 、フリガナ等の誤りや記入漏れがないか

よく確認してください。 

 

 

３ 【入力】認知症対応型共同生活介護の指定に係る記載事項（付表第二号(七)） 

※電 子 申 請 システムを利 用 する場 合 、申 請 書 の内 容 については、システム上 直 接 入 力 するので、様 式

（電子ファイル）の作成・添付は不要です。 

 

記載項目 記載上の留意事項 

事
業
所 

名称 ・指 定 申 請 する認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 の名 称 をフ

リガナとともに記載してください。 

※運営規程の事業所名称と一致していること。 

所在地 ・郵便物が確実に届くように、建物名称等も記載してください。 

※運営規程の事業所所在地と一致していること。 

管
理
者 

氏名・住所・生年月日 ・管 理 者 の氏 名 、フリガナ、生 年 月 日 、住 所 、郵 便 番 号 を記 載 し

てください。 

事業所で兼務する他の職種 ・当 該 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 内 での、他 の職 務

（介護従業者等）との兼務がある場合は記入してください。 

他の事業の職務との兼務 ・他の事 業 所 または施 設の職 務 を兼 務する場 合は、その事 業 所

（施 設 ）の名 称 、事 業 所 番 号 、兼 務 する職 種 および勤 務 時 間 を

記載してください。 

協力医療機関 ・協 力 医 療 機 関 及 び協 力 歯 科 医 療 機 関 の名 称 と、その主 な診

療 科 名 を記 載 してください。付 表 内 に記 載 しきれない場 合 は、別

紙にまとめるなどして「すべてを」記載すること。 

共同生活住居数 ・認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 のユニット数 を記 載 してく

ださい。 

従
業
者
の
職
種
・
員
数 

介護従業者 

 

計画作成担当者 

・介護従業者、計画作 成担当者の数を、ユニット別に、「常勤・専

従 」、「常 勤 ・兼 務 」、「非 常 勤 ・専 従 」、「非 常 勤 ・兼 務 」の勤 務 形

態別に記入してください。 

・管理者兼務の場合は、「常勤・兼務」となります。 

・専従の管理者は数には含みません。 

・指 定 申 請 書 類５「従 業 者の勤 務 の体 制 及び勤 務 形 態 一 覧 表」

の人数、常勤換算数と一致していること。 

 

※従業員の常勤 、勤 務 形態（「常勤・非常 勤」、「専従・兼務」）に

ついては、参 考 １「従 業 者 の常 勤 および勤 務 形 態 について」をご

参照ください。 

利用者数 

（推定数を記入） 

・新 規 申 請 の場 合 、定 員 の９０％ （小 数 点 以 下 切 り上 げ）を記

入してください。 

・更新申請の場合は、実際の入居者数を記入してください。 

利用定員 ・ユニット毎に利用定員を記載してください。 

 

耐火構造、準耐火構造の別 ・事業所施設の耐火構造、準耐火構造の別を記載してください。 
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【添付書類】 

 

４  法 人 登 記 事 項 証 明 書

（原本） 

 

※ 更 新 申 請 の 場 合 は 不

要 

◆申請者における法人格や事業目的について確認するものです。 

 ・法 人 の登 記 事 項 証 明 書 又 は履 歴 事 項 全 部 証 明 書 の原 本 （３ヶ月

以内で最新のもの）を添付してください。 

 ・登 記 申 請 中 の場 合 は、法 務 局 の受 付 印 が押 してある登 記 申 請 書

類の写し及び法人代表の押印した確約書（登記事項証明書を提出す

る期日を示したもの）を提出してください。 

 

 ※同一 事 業者が同 時 期の指定 日 又は同 時に複数の事 業 所の指 定

・更 新 申 請 を行 う場 合 （例 えば、Ａ法 人 が認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護と認知 症対 応型通 所 介護の２つの事業所を共に７月１日開 始予 定

で申 請する場 合 ）は、１つの事 業 所 の指 定 申 請 書 類 に登 記 事 項 証 明

書 の原 本 を添 付 していれば、他 の事 業 所 の指 定 申 請 書 類 には、その

写しの添付で差し支えありません。 

その場 合 、当 該 写 しに「原 本 は、○○の指 定 申 請 書に添 付 」等 、原 本

の添付先を明記してください。 

※法 人 登記 事 項の変 更 手 続き中のため、申 請 期 限日 までに提出 が出 来ない場合 は、次の書 類を添 付

してください。なお、変更後の登記事項証明書等の提出がない場合は、指定予定日の変更が必要にな

ります。 

①変更前の登記事項証明書の写し 

②変更手続き中であることがわかる書類（所管庁の受付印がある申請書の写し等） 

③法人代表の押印した確約書（変更後の登記事項証明書の提出期日を示したもの） 

 

５ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について（岡山市様式又は国標準様式１） 

◆従 業 者 の勤 務 体 制 や勤 務 の形 態 の月 別 一 覧 表 により、従 業 者 の配 置 に係 る人 員 基 準 の遵 守 状 況

を確認するものです。原則としてユニット毎に作成してください。 

◆岡山県内の同 一法 人 他事業 所で勤務 している従業員がいる場合、その事業所の勤務 形態一 覧表も

添付すること。 

また、併せて当該従業者に◎を付した組織体制図を添付すること。 

（組織体制図は当該従業者の勤務する事業所のみの記載で差し支えありません） 

 

記載項目 記載上の留意事項 

作成年月 ・事業開始予定月の勤務シフトを作成してください。 

※更新申請の場合は、申請書の提出月について記載のこと。 

 

事業所名、ユニット名 ・ユニット名 称 を定 めていない場 合 は、ユニット名 の欄 に区 別 のための仮

称を記入してください。 

 

勤
務
形
態
一
覧
表 

職種 ・管 理 者 、計 画 作 成 担 当 者 、介 護 従 業 者 、看 護 職 員 、その他 （調 理 員

等）の順に記載してください。 

 

資格 ・資 格 が必 要 な職 種 （計 画 作 成 担 当 者 、介 護 従 業 者 、看 護 職 員 ）につい

て、資格証等を確認のうえ記載してください。 

資格名は略称でも構いません。 
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（略称例）介護支援専門員：支、ＣＭ 介護福祉士：介福 

       看護師：看、Ns 

 

勤務形態 ・Ａ～Ｄの区分を記入してください。 

区分 Ａ：常勤で専従 

Ｂ：常勤で兼務 

Ｃ：非常勤で専従 

Ｄ：非常勤で兼務 

※従 業 員の常 勤 、勤 務 形 態 （常 勤 ・非 常 勤 、専 従 ・兼 務 ）については、参

考１「従業者の常勤および勤務形態について」をご参照ください。 

 

氏名 ・字体に注意し、資格証等他の書類と一致させること。 

 （例）「国」と「國」、「高」と「髙」、「恵」と「惠」、「浜」と「濱」 

    「広」と「廣」、「沢」と「澤」 など。 

 

勤務時間表 

 

・管理者及び従業者全員について、事業開始予定日から１ヶ月分の勤務

表を作成し記入してください。 

・認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に従 事 する勤 務 時 間 について、日 々の勤

務時間ごとに区分して記載してください。（時間外勤務は含みません。） 

 

※基 準 の求 める時 間 帯 に、基 準 を満 たす人 員 が配 置 されている必 要 が

あります。 

ただし、労 働 基準 法に定 める労働 時間の上限（週４０時 間）を超える勤

務時間数で勤務割表を作ることは原則できません。 

常 勤 換 算 後 の 人

数 

・常勤職員（フルタイムパートは常勤扱いとなります）は自動的に１となりま

す。 

 

・非常勤職員は、その従事した正規の勤務時間（時間外勤務は除外する

こと）をすべて足 し合 わせ、常 勤 職 員 が勤 務 すべき時 間 数 で割 った答 か

ら、小数点第２位を切り捨てて求めます。 

 

・常勤 職員 分と非 常勤 職員 数を合計 したものが、常 勤換 算後の人数 とな

ります。 

 

夜 間 及 び 深 夜 の

時 間 帯 以 外 の 時

間数の合計 

・深 夜 及 び夜 間 の時 間 帯 （事 業 所 での日 常 生 活 のサイクルをもとに設

定 ）を除 いた時 間 中 に、介 護 従 業 者 が提 供 した指 定 認 知 症 対 応 型 共 同

生活介護の延時間数を記入してください。 

 

兼務の状況 ・当 該 事 業 所 の他 の職 種 （業 務 ）又 は同 一 法 人 が経 営 する同 一 敷 地 内

の他の事業所の兼務がある場合記入してください。 

 
「
備 

考
」 

欄 

夜 間 及 び 深 夜 の

時間帯 

 

・事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動の終了時刻

から開始時刻までを基本として設定されるものです。 

 

※人員の配置に影響します。 
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常 勤 の 従 業 者 の

所定勤務時間数 

・常 勤 職 員 の勤 務 時 間 は、労 働 基 準 法 により、１日 ８時 間 ・１週 ４０時 間

が上 限 （変 形 労 働 時 間 制 を採 用 する場 合 は別 ）となりますので、事 業 所

の就業規則や雇用契約書等を確認し記載してください。 

 

※１週３２時 間以 下の場 合については、常 勤の勤 務すべき時 間は、１週 ３

２時間としてください。 

※育児・介護休業法による例外があります 

 

勤 務 時 間 ごとの区

分 

・個々の従業員の勤務時間を区分して番号を付し、その番号を記入してく

ださい。また、「実 働 時 間 数 」及 び「夜 間 及 び深 夜 の時 間 帯 以 外 の時 間

数」を記入してください。 

 

《記載例》 

N

O 
勤務時間 

実 働 時 間

数 

夜 間 及 び 深 夜 の

時 間 帯 以 外 の 時

間数 

１ ７：００～１６：００ ８ 時間 ８ 時間 

２ ９：００～１８：００ ８ 時間 ８ 時間 

３ １１：００～２０：００ ８ 時間 ８ 時間 

４ １８：００～２４：００ ５ 時間 ３ 時間 

５ ００：００～ ９：００ ８ 時間 ３ 時間 

 

 

 

 

参考１ 従業者の常勤及び勤務形態について 

 

【就労形態（常勤・非常勤、専従・兼務）の考え方】 

 定義 該当例 

常

勤 

事 業 所における勤 務 時 間が、当 該 事 業 所 の常 勤の従 業 者

が勤務すべき時間数に達していること。 

 

※正 規 職 員 、パート、派 遣 などの雇 用 形 態 の別 にかかわら

ず、「常 勤 職 員 の勤 務 時 間 数 」を勤 務 する場 合 はすべて常

勤です。 

・常 勤 者 週 ４０時 間 勤 務 の事 業

所で、週４０時間勤務の者。 

非

常

勤 

事 業 所における勤 務 時 間が、当 該 事 業 所 の常 勤の従 業 者

が勤務すべき時間数に達していないこと。 

 

※正規職員であっても、同一敷地内にない他の事業所の業

務を兼務している場合などは、非常勤です。 

・常 勤 者 週 ４０時 間 勤 務 の事 業

所で、週２０時間勤務の者。 

専

従 

「 専
もっぱ

らその職務に従事すること」＝ 事業所の従業者（常勤

・非 常 勤の別を問わない）が、当 該事 業 所におけるサービス

提供時間帯を通じて、他の職種（業務）に従事しないこと。 

・勤 務 時 間 数 に関 わらず、勤 務

時 間 中 、当 該 サービス業 務 のみ

に従事する場合。 

兼

務 

事 業 所 の従 業 者 （常 勤 ・非 常 勤 の別 を問 わない）が、当 該

事業 所におけるサービス提供 時 間帯を通 じて、当 該事 業 所

の他 の職 種 （業 務 ）又 は同 一 法 人 が経 営 する同 一 敷 地 内

の他の事業所の業務にも従事していること。 

・勤 務 時 間 中 、当 該 サ ービスと

併 せて他 の業 務 にも従 事 する場

合。 
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【就労形態のパターン】 

 専従 兼務 

常 

勤 

常勤専従  

常勤で勤務している者が、当該事業所におけ

る勤務 時 間 帯を通じて、当該サービス以 外の

職務に従事しないこと。 

 

例）常勤者週４０時間勤務の事業所で、 

週４０時間勤務の者が、勤務時間中、 

 当該サービスのみに従事する場合。 

（認知症対応型共同生活介護事業所の管理

者など） 

常勤兼務  

常 勤 で勤 務 している者 が、当 該 事 業 所 におけ

る勤 務 時 間 帯 を通 じて、当 該 サービスと併 せ

て他の業務に従事していること。 

 

例）常勤者週４０時間勤務の事業所で、 

  週４０時間勤務の者が、勤務時間中、 

当該サービスと併せて他の業務にも 

従事する場合。 

（認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 の管 理

者兼介護従業者など） 

 

非

常

勤 

非常勤専従  

非 常 勤 で勤 務 している者 が、当 該 事 業 所 に

おける勤 務 時 間 帯 を通 じて、当 該 サービス以

外の勤務に従事しないこと。 

 

例）常勤者週４０時間勤務の事業所で、 

週２０時間勤務の者が、勤務時間中、 

当該サービスのみ従事する場合。 

（認知症対応型共同生活介護事業所の介護

従業者など） 

非常勤兼務  

非 常 勤 で勤 務 している者 が、当 該 事 業 所 にお

ける勤 務 時 間 帯 を通 じて、当 該 サービスと併

せて他の業務にも従事していること。 

 

例）常勤者週４０時間勤務の事業所で、 

週２０時間勤務の者が、勤務時間中、 

当該サービスと併せて他の業務にも 

従事する場合。 

 

 

◆常勤兼務の考え方について◆ 

事 業 者 側 から見ると、同 じ建 物に複 数 の介 護 保 険 事 業 所 があり、従 業 者が兼 務 している場 合 常

勤 兼 務 と考 えがちですが、介 護 保 険 制 度 上 では、それぞれ独 立 した事 業 所 と考 えるため、それぞれ

の事業所で、非常勤の専従扱いとなりますので注意してください。 

 

 例 えば、認 知 症 対応 型共 同 生 活介 護 事 業所 と認 知 症 対応 型 通所 介 護事 業 所で、同じ人が時 間

をずらして勤務するような場合、それぞれの事業所で非常勤扱いになります。 

基準上で常勤要件となっている者については、特に注意が必要です。 

（基準上で常勤者が必要となっている場合に常勤者がいないと人員基準違反になります。） 

 

また、それぞれ時 間 を明 確 に分 ける必 要 がありますので、勤 務 表 を作 成 するときはそれぞれの事

業所ごと、ユニット別に勤務時間を分けて作成してください。 

 

 例 外 的 に兼 務 が認 められる場 合 は、管 理 者 であって他 事 業 所 の管 理 業 務 を行 う場 合 で、業 務に

支障がないと認められる場合のみです。 

この場合は、管理者以外の業務を行うことは出来ませんので注意してください。 

（介護従業者等は出来ません） 
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６ 資格証等の写し 
◆従業（予定）者において必要な資格内容を確認するものです。 

・資 格 の必 要 な従 業 者 の資 格 証 、修 了 証 等 を４「従 業 者 の勤 務 の体

制及び勤務 形態 一覧 表 」に記載した氏名の順に並べて提 出してくださ

い。 

 ※登 録 証 、免 許 証 については、試 験 の合 格 証 書 での代 替 は認 めら

れません。 

 ※現 在 の姓 と資 格 証 等 の姓 が異 なる場 合 は、公 的 機 関 が発 行 する

書類により、改姓したことを確認する必要がありますので、戸籍抄本等

を提出してください。 

なお、改 姓 に必 要 な手 続 きがある場 合 は、各 資 格 法 に定 める資 格 証

の変更手続きを行ってください。 

 

７  雇 用 契 約 書 の 写 し ・ 法

人役員従事申立書 

◆従業者の手配（確保）状況や契約内容等を確認するものです。 

○従業 者 とは、雇 用 契 約等により、当 該 事 業 所 の管 理者の指 揮 命 令

下にある者をいいます。 

 ・雇 用 期 間 、勤 務 事 業 所 名 、勤 務 場 所 、業 務 内 容 、勤 務 時 間 、休

日 、賃 金 ・手 当 て等 、社 会 保 険 （年 金 ・医 療 保 険 ）の加 入 状 況 、労

働 保 険 （雇 用 保 険 ・労 災 保 険 ）の有 無 について確 認 できる雇 用 契

約書（本人の署名・捺印があるもの）又は雇用関 係が確認できる書

類 （労 働 条 件 通 知 書 ・辞 令 ・労 働 者 派 遣 契 約 書 等 ）の写 しを４「従

業 者 の勤 務 の体 制 及 び勤 務 形 態 一 覧 表 」に記 載 した氏 名 の順 に

並べて提出してください。 

※ただし、「今回申 請する事業所」に「当該 職種 で従事している」こと

が確認できる内容のものを添付すること。 

 

※雇 用 契 約 書 以 外 の場 合 には、その写 しの表 面 の余 白 （余 白 がな

い場 合 は裏 面 ）に、本 人 による署 名 （住 所 ・氏 名 ・就 業 開 始 年 月

日）が必要です。 

※業 務 委 託 契 約 （直 接 処 遇 でない業 務 を除 く）や請 負 契 約 は、使

用 者 と労 働 者 （従 業 者 ）との間 に指 揮 命 令 関 係 があるとはいえな

いため認められません。 

 ・同 一 法人 からの異動 の場 合は、申 請 日 時 点 ではなく、事 業 開 始予

定 日 以 降 の雇 用 関 係 が確 認 できる書 類 （辞 令 の写 し又 は就 任 承

諾書等）も添付してください。 

 

※労 働 基 準 法 、最 低 賃 金 法 等 に従 い、適 正 に雇 用 契 約 すること。

通 勤 手 当 ・家 族 手 当 ・時 間 外 手 当 等 は最 低 賃 金 に含 まれませ

ん。 

※変 形 労 働 時 間 制を採 用する場 合は、労 使 協 定の写 し（又は就 業

規則）を添付してください。 

 

◇法 人 役 員 が、当 該 事 業 所 の管 理 者 や従 業 者 等 の業 務 に従 事 する

場合 は、当 該業 務に従 事していることの申立 書 （勤 務時 間 ・勤 務 内 容

等を明記したもの）を添付してください。 

 

＜重要＞ 

・労 働 基 準 法 上の要 不 要 を問わず、法 人 役 員 の場 合 であっても、 出

退勤の時間の確認と記録が必要です。 

記録のない場合、勤務実態がなかったとみなされる場合があります。 
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８ 管理者の経歴書 
◆管 理 者 の経 歴について、および認 知 症 高 齢 者 の介 護に従 事 した経

験が３年以上となっているかを確認するものです。 

 ・管 理 者 の氏 名 、生 年 月 日 、自 宅 の住 所 ・自 宅 の電 話 番 号 、経 歴 、

当 該 事 業 に関 係 する資 格 を有 する場 合 は、資 格 の種 類 及 び資 格 取

得年月を記載してください。 

 ・事 業 開 始 予 定 日 に、当 該 事 業 所 の管 理 者 であることを記 載 してく

ださい。 

 ・「備考」欄には、当該事業に関係する研修の受講状況などを記入し

てください。 

 

９ 計画 作成担 当者の経歴

書 

◆計 画 作 成 担 当 者 の経 歴について、および認 知 症 高 齢 者 の介 護 （計

画 作 成 業 務 を含 む）に従 事 した経 験 が、２年 以 上 となっているかを確

認するものです。 

※経歴書、又は実務経験証明書を添付すること。 

 

・計 画 作 成 担 当 者 の氏 名 、生 年 月 日 、自 宅 の住 所 ・自 宅 の電 話 番

号 、経 歴 （直 近 の職 歴 まで記 載 ）、当 該 事 業 に関 係する資 格 を有する

場合は、資格の種類及び資格取得年月を記載してください。 

・事 業 開始 予 定 日の時 点で、当該 事 業 所の計 画 作成 担 当 者であるこ

とを記載してください。 

・「備 考 」欄 には、当 該 事 業 に関 係 する研 修 の受 講 状 況 などを記 入 し

てください。 

・実務経験証明書は、原本又は原本証明でも可。 

 

10  事 業 者 の 代 表 者 の 経

歴書 

  

◆認 知 症 高 齢 者 の介 護 に従 事 、または保 健 医 療 サービス若 しくは福

祉 サービスの提 供 を行 う事 業 の経 営 に携 わった経 験 の有 無 を確 認 し

ます。 

・事 業 者 の代 表 者 の氏 名 、生 年 月 日 、自 宅 の住 所 、自 宅 の電 話 番

号 、経 歴 （直 近 の職 歴 まで記 載 ）、当 該 事 業 に関 係する資 格 を有する

場合は、資格の種類及び資格取得年月を記載してください。 

・「備 考 」欄 には、当 該 事 業 に関 係 する研 修 の受 講 状 況 などを記 入 し

てください。 

 

11  運営規程 

 

※更新申請の場合は不要 

◆事 業 所 において、事 業 運 営 上 の重 要 事 項 に関 する規 程 が適 切 に

定められているかを確認するものです。 

 

・関係省令や基準等に従って適切に作成し提出してください。 

 

・次の内容を網羅し、具体的で分かりやすいものとすること。 

①事業の目的及び運営の方針 

②事業所の名称等 

③従業者の職種、員数及び職務の内容 

④利用定員 

⑤指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の内 容 及 び利 用 料 その他 の費

用の額 

⑥入居に当たっての留意事項 

⑦緊急時、事故発生時等における対応方法 

⑧非常災害対策 

⑨身 体 的 拘 束 等 の禁 止 及 び緊 急 やむを得 ず身 体 的 拘 束 等 を行 う場

合の手続 

⑩虐待の防止のための措置に関する事項 
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⑪成年後見制度の活用支援 

⑫苦情解決体制の整備 

⑬その他運営に関する重要事項 

 

※従業者の員数は、常勤・非常勤別の実人数を明記してください。 

 例）計画作成担当者 ２名以上（常勤１名以上、非常勤１名以上） 

   介護従業者 ８名以上（常勤６名以上、非常勤２名以上） 

配 置 基 準 を満 たす範 囲 において「○名 以 上 」という記 載 も認 めてい

ます。 

 

※その他 の費 用 は、介 護 保 険 利 用 料 以 外 で徴 収 するものをすべて記

載してください。ただし、利用者からその他費用を徴収するためには、

指 定 基 準に徴 収の根 拠 があり、かつ、あらかじめ利 用 者に金 額 等を

説明し、同意を得ておくことが必要です。 

  

12  施 設 （事 業 所 ）の 位 置

図 

※更新申請の場合は不要 

◆事業を実施する事務所の所在地を確認するものです。 

・全体的な地 図及び近 隣の住宅地図に、印（色 塗り）をするなど、所在

地がわかるようにすること。 

 

13  施 設 （事 業 所 ）の 平 面

図 

 

※更新申請の場合は不要 

◆事業所の設備内容について確認するものです。 

・当 該 事 業 に使 用 する設 備 基 準 上 の専 用 区 画 （事 務 室 、居 室 ，居

間，食 堂，台所 ，浴室 ，便所 及び洗 面 設備）を明示 し、当 該事 業に使

用する備品（書庫など）の配置状況を含めて作成すること。 

 

※図 面 は、寸 法 を正 確 に記 載 したものを作 成 し、居 室 については、そ

の範 囲 と面 積 （内 法 ）、その算 出 根 拠 となる計 算 式 を記 載 すること。

その際 、認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の提 供 に必 要 のないもの（押

入 れ、床 の間 、廊 下 、柱 、造 り付 けの家 具 等 ）等 の面 積 は除 外 する

こと。（認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の居 室 は、内 法 面 積 で ７．４３

㎡以上必要） 

※他 の事 業 所 と同 じ事 務 所 を共 用 する場 合 は、机 などそれぞれの備

品 が、どの事 業 所 のものなのかを明 確 に区 分 し、認 知 症 対 応 型 共

同 生 活 介 護 事業 所 の専 用 部 分 、共用 部 分 を図 面 上 、色 分けするこ

と。 

 

※施 工 時に設 計 変 更のあった場合 、最 新の図 面 で申 請 が行 われるよ

う注意してください。基準に関わる個所が無協議 で変更されている場

合、指定ができないか、指定を取り消す場合もあります。 

  申 請 図 面 と現 況 が異 なることがわかった場 合 、必 ず担 当 者 に連 絡

し、その指示を受けること。 

 

14  施 設 （事 業 所 ）・設 備 等

の写真 

 

※更新申請の場合は不要 

◆サービスの提供に必 要な設備や備 品の準 備 状況について確 認する

ものです。 

 

 ＜設備等＞ 

・事 業 所 の外 観 （建 物 全 体 ）、出 入 口 （玄 関 ）、事 務 室 、居 室 ，居 間 ，

食堂 ，台 所，浴室 ，便 所 及び洗面 設備 を A4 の紙に貼付 又は印 刷

すること。 

なお、事 業 所 の外 観 ・事 務 室 ・居 室 ・居 間 ・食 堂 ・台 所 ・浴 室 につい

ては、２方向以上から死角のないように撮影すること。 
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・各 写 真に設 備 等 の名 称 及び番 号 を付 け、それぞれの写 真 が平 面 図

のどの部分を撮影したものかが分かるよう明示すること。 

※写 真 は、最 新 の状 況 を撮 影 したカラー写 真 とし、撮 影 日 を明 記 する

こと。 

※用 途に従 い、適 切 に使 用 できる状 態 であることを確 認するため工 事

中・改修 中など、設 備・備品が揃っていない状 態のものは認められま

せん。 

 

・必要な設備、備品等を記載し、撮影方向を示した平面図とともに、写

真等を A4 の紙に貼付又は印刷すること。 

＜備品等の例＞ 

①消防法上必要な消防用設備等の写真 

②地 域 における活 動 への参 加 の機 会 の確 保 の観 点 から自 動 車 の整

備を行う場合は、車検証の写し及び車両の写真 

※リースの場合等は、契約書の写し 

※給食を委託実施の場合は、委託契約書の写し 

 

15  利 用 者 からの苦 情 を処

理 するために講 ずる措

置の概要 

（国標準様式５） 

 

※更新申請の場合は不要 

◆利 用 者 及 びその家 族 からサービス提 供 等 において、苦 情 があった

場合の処理体制や対応策について確認するものです。 

 

・苦 情に関 して、円 滑 かつ迅 速 に対 応するため、利 用 者 等 に対する苦

情 解 決 責 任 者 、苦 情 受 付 担 当 者 等 を定 め、相 談 ・連 絡 先 の電 話 番

号、対 応時 間を明 記の上、事 業所における苦 情処 理の体制 および手

順等を具体的に分かりやすくまとめて記載すること。 

 

・公 的 機 関 の苦 情 相 談 窓 口 として、「岡 山 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合

会、岡山市介護保険課、岡山市事業者指導課」を記載すること。 

 

※当該文 書は、事業 所 内に掲示 し、利用 者へ適切に周 知する必要が

あります。 

 

16  建 物 登 記 事 項 証 明 書 ・

賃貸借契約書の写し 

 

※更新申請の場合は不要 

◆事業に使用する建物の使用権限について確認するものです。 

 

○事業所の建物が申請者（法人）の自己所有の場合 

 ・建 物 登 記 事 項 証 明 書 （全 部 事 項 証 明 書 ）の原 本 又 は登 記 識 別 情

報通知等の写しを添付してください。 

 

○事業所を賃貸借により使用する場合 

 ・賃貸借契約書の写しを添付してください。 

 ※賃貸借の借主は、申請者（法人）であること。 

   代 表 取 締 役 個 人 名 での契 約 の場 合 や代 表 取 締 役 が経 営 してい

る他の会社名の場合などは認められません。 

※指定有効期間を担保できる契約内容が望ましい。 

※代 表 者 の個 人 所 有 物 件 を、認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所

として使 用 する場 合 でも、賃 貸 借 契 約 書 又 は使 用 貸 借 契 約 書 が

必要です。 

 



-16- 

令和７年２月版 

17  損 害 賠 償 へ の 対 応 が

可 能 であ るこ とが わか

る書類 

 

※更新申請の場合は不要 

◆事 業 実 施 に際 し、損 害 を賠 償 すべき事 故 等 が発 生 した場 合 に、対

応可能であるかを確認するものです。 

・損害賠償責任保険証書の写しを添付すること。 

 

※手 続 き中 の場 合 は、加 入 申 込 書 及 び領 収 証 の写 し等 を添 付 してく

ださい。 

 

18  協 力 医 療 機 関 （協 力 歯

科医療機関）の名称 及 び診

療 科 名 並 びに当 該 協 力 医

療機関との契約の内容 

 

※更新申請の場合は不要 

◆協 力 医 療 機 関 （協 力 歯 科 医 療 機 関 ）との提 携 状 況 とその内 容 を確

認するものです。 

・契約書（又は協定書等）の写しを添付すること。 

 

※協 力 医 療 機 関 （協 力 歯 科 医 療 機 関 ）は、事 業 所 から近 距 離 にある

ことが望ましいとされています。 

 

19  介護老人福祉施設、介

護 老 人 保 健 施 設 、 病

院 等 と の 連 携 体 制 及

び支援の体制の概要 

 

※更新申請の場合は不要 

◆バックアップ施 設との間の連 携及び支 援の体 制について確 認するも

のです。 

 ・概要をまとめたものを添付すること。 

（契約書がある場合はその写しも添付してください。） 

 

 ※利 用 者 の入 院や休 日 夜 間 等における対 応 について円 滑 な協 力を

得るため、あらかじめ必要な事項を取り決める必要があります。 

 

20  誓約書 

（国標準様式６） 

◆開 設 者 （法 人 ）役 員 及 び事 業 所 管 理 者 が、介 護 保 険 法 （※１）及 び

条例（※２）で定める 欠 格事由に該当しない者であることを誓約する

書類です。 

・誓約書内の別紙①：地域密着型サービス事業所向け、別紙③：地域

密 着 型 介 護 予 防サービス事 業 所 向けの内 容を確 認の上 、「○」する

こと。 

【注意】 

「岡 山 市 暴 力 団 員 排 除 基 本 条 例 」より、開 設 者 （法 人 ）の役 員 （業

務 を執 行する社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 はこれらに準 ずる者 をいい、相

談 役 、顧 問 その他 いかなる名 称 を有 する者 であるかを問 わず、事 業 

を行 う者 に対 し、業 務 を執 行 する社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 はこれらに

準ずる者 と同 等 以 上の支 配力 を有するものと認 められる者 を含 む。）

及び当該申請施設・事業所の管理者は、条例に規定する暴力団員で

あってはなりません。 

※１ 地域密着型サービス：法第７８条の２第４項、地域密着型 介護予

防サービス：法第１１５条の １２第２項  

※２ 地域密着基準条例第３条第３項、予防基準条例第３条第２項 
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21  介 護 支 援 専 門 員 一 覧

表 

（国標準様式７） 

◆計画作成担当者のうち、少なくとも１人は確保されることとなっている

介護支援専門員について要件を確認するものです。 

 

・「介 護 支 援 専 門 員 」とは、介 護 支 援 専 門 員 証 の交 付 を受 けたもの

（法 ７条 第 ５項 ）をいいます。専 門 員 証 の交 付 を受 けていない者 だけ

ではなく、有 効 期 間 を過 ぎた介 護 支 援 専 門 員 証 のみを所 持 する者

も、基準に定める「介護支援専門員」としては認められません。 

 

・併 設 する小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の介 護 支 援 専 門 員 と連 携 を図

る場合において、平成 18 年 9 月 4 日付「介護老人福祉施設及び

地域密着型サービスに関する Q&A」問 36 を適用して介護支援専門

員 を置 かない場 合 についても、小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 で

連携する介護支援専門員が異動する場合には、人員基準確認のた

め、認知症対応型 共同 生活介護事業 所についても変更の届出を行

ってください。 

 

22  運 営 推 進 会 議 の 構 成

員 

 

※更新申請の場合は不要 

◆運 営 推 進 会 議 について、構 成 内 容 や開 催 頻 度 を確 認 するもので

す。 

・利 用 者 、利 用 者 の家 族 、地 域 住 民 の代 表 者 、事 業 所 が所 在 する市

町 村の職 員 、事 業所 が所 在する区 域を管 轄する地 域 包括 支 援セン

ターの職 員 、認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 について知 見 を有 する者

等により構 成 される運 営 推 進 会 議 の構 成 員 の名 簿 を提 出 してくださ

い。 

 

・更新の際は、下 段の開 催状 況 欄に過 去 1 年 分について漏れなく記

載してください。 

 

23  建 築 物 関 連 法 令 協 議

記録報告書 

（岡山市様式） 

 

※更新申請の場合は不要 

◆申 請 事 業 所 の建 物 について、関 連 法 令 （都 市 計 画 法 、建 築 基 準

法、消防法）における協議内容を確認するものです。 

 

※【必 要 手 続 きの有 無 】欄 が「有 り」の場 合 や各 担 当 部 署 からの指 導

事 項 がある場 合 は、【手 続 き状 況 及 び指 導 事 項 】欄 に当 該 手 続 き

が完了（指導事項が改善）している旨を明確に記載すること。 

 

※開 発 許 可 、用 途 変 更 、農 地 転 用 等 の各 種 手 続 きが必 要 な場 合 が

ありますので、早めに担当部署と協議を行うこと。 

市街化調整区域の場合には特に注意が必要です。 

 

24  地 域 密 着 型 サービス費

の請求に関する事項 

※新規申請のみ 

 

 

◆事 業 所 の体 制 に係 る介 護 給 付 費 の各 種 加 算 等 を届 け出 る申 請 書

です。 

 

①介 護 給 付 費 算 定 に係 る体 制 等 に関 する届 出 書 ＜地 域 密 着 型 サー

ビス事業者・介護予防支援事業者用＞ （別紙 3-2） 

 

②介 護 給 付 費算 定に係 る体 制 等 状 況一 覧 表 （（介 護 予防 ）認 知症 対

応型共同生活介護） （別紙１） 

 

③「体制等届出」の添付書類 

 

※書 類 作 成 に当 たっては、「体 制 等 届 出 の手 引 き」を参 照 してくださ

い。 
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●「体 制等 届 出の手 引き」及び「様式 」ダウンロード先  

【事業者指導課ホームページ】→【介護保険事業所トップページ】→【申請・届出

関係（入所系サービス）】→【入所系サービス事業所の体制届について】 

 

25  指 定 （ 更 新 ） 申 請 に係

る提出書類チェックシート 

・今回提出する書類の該当箇所に「○」を付すこと。 

 

 

 


